
R7.5.20

1 福島市 ﾑｸﾄﾞﾘ、ﾋﾖﾄﾞﾘ

2 二本松市

3 伊達市 ﾀﾇｷ

4 本宮市

5 桑折町

6 国見町 ｽｽﾞﾒ､ﾑｸﾄﾞﾘ

7 川俣町 ｶﾙｶﾞﾓ

8 大玉村

9 郡山市

10 須賀川市 ﾀﾇｷ

11 田村市 ｶﾙｶﾞﾓ、ﾀﾇｷ ｷﾂﾈ、ｽｽﾞﾒ、ｱﾅｸﾞﾏ、ｱｵｻｷﾞ

12 鏡石町

13 天栄村

14 石川町 ｶﾙｶﾞﾓ、ｺｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｱｵｻｷﾞ、ｺﾞｲｻｷﾞ ｷﾂﾈ､ﾀﾇｷ､ｽｽﾞﾒ､ｱﾅｸﾞﾏ

15 玉川村 ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｺｻｷﾞ、ﾀﾇｷ、ｱﾅｸﾞﾏ

16 平田村 ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｺｻｷﾞ、ｽｽﾞﾒ、ｷﾂﾈ

17 浅川町 ｶﾙｶﾞﾓ、ﾀﾇｷ､ｱﾅｸﾞﾏ､ｱｵｻｷﾞ､ｺｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ ﾁｭｳｻｷﾞ

18 古殿町 ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｻｷﾞ､ﾀﾞｲｻｷﾞ､ｺｻｷﾞ､ｱﾅｸﾞﾏ、ﾀﾇｷ

19 三春町 ｷﾂﾈ､ﾀﾇｷ､ｱﾅｸﾞﾏ､ｶﾙｶﾞﾓ､ｽｽﾞﾒ

20 小野町 ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｻｷﾞ､ｽｽﾞﾒ

21 白河市 ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｶﾙｶﾞﾓ、ｽｽﾞﾒ、ﾀﾇｷ、ｷﾂﾈ

22 西郷村 ｶﾙｶﾞﾓ

23 泉崎村 ｽｽﾞﾒ

24 中島村 ｽｽﾞﾒ、ｻｷﾞ類、ﾀﾇｷ ｶﾓ類

25 矢吹町 ﾀﾇｷ ｱﾅｸﾞﾏ

26 棚倉町 ﾊﾄ､(広域：ｶﾙｶﾞﾓ） ﾀﾇｷ、ｱﾅｸﾞﾏ、ｻｷﾞ類、ｽｽﾞﾒ

27 矢祭町 ﾊﾄ、ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｺﾞｲｻｷﾞ､(広域：ｶﾙｶﾞﾓ） ｱﾅｸﾞﾏ

28 塙町 ﾊﾄ､(広域：ｶﾙｶﾞﾓ） ｻｷﾞ類、ｱﾅｸﾞﾏ

29 鮫川村 ｶﾙｶﾞﾓ、ﾊﾄ ｱﾅｸﾞﾏ、ｻｷﾞ類

30 会津若松市 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｷﾂﾈ

31 喜多方市 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｷﾂﾈ

32 北塩原村 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

33 西会津町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

34 磐梯町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

35 猪苗代町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

36 会津坂下町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ） ｻｷﾞ類､ｱﾅｸﾞﾏ､ｽｽﾞﾒ、ﾑｸﾄﾞﾘ、ｷﾂﾈ、ﾊﾄ類

37 湯川村 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

38 柳津町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

39 三島町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ）

40 金山町 ｱｵｻｷﾞ、（広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ﾊﾄ） ｷﾂﾈ、ｱﾅｸﾞﾏ、ﾑｸﾄﾞﾘ、ｽｽﾞﾒ

41 昭和村 ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾇｷ、（広域：ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ﾊﾄ）

42 会津美里町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｶﾙｶﾞﾓ、ｱﾅｸﾞﾏ、ｱｵｻｷﾞ

43 下郷町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｱｵｻｷﾞ

44 檜枝岐村 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｱｵｻｷﾞ

45 只見町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｱｵｻｷﾞ

46 南会津町 （広域：ﾀﾇｷ､ﾈｽﾞﾐ､ﾓｸﾞﾗ､ｻｷﾞ､ﾊﾄ） ｱｵｻｷﾞ

47 相馬市 ﾀﾇｷ

48 南相馬市 ﾀﾇｷ、ｱﾅｸﾞﾏ

49 広野町 ｶﾙｶﾞﾓ

50 楢葉町

51 富岡町 ｷﾂﾈ、ﾀﾇｷ

52 川内村 ｶﾙｶﾞﾓ

53 大熊町

54 双葉町 ｶﾙｶﾞﾓ

55 浪江町

56 葛尾村 ﾀﾇｷ

57 新地町 ﾀﾇｷ

58 飯舘村 ｶﾙｶﾞﾓ、ﾀﾇｷ

59 いわき いわき市 ｽｽﾞﾒ、ﾋﾖﾄﾞﾘ

市町村鳥獣被害防止計画に基づく救護対象外鳥獣（R7.5.20現在）
※県内一円で救護対象外とする鳥獣以外

救護対象から除く鳥獣の一覧表
（福島県野生生物共生センターの活動・運営指針に基づく）

南会津

相双

〇有害鳥獣

イノシシ

ニホンザル

ツキノワグマ

カワウ

ニホンジカ

ハシボソガラス

ハシブトガラス

ハクビシン

〇特定外来生物

アライグマ

アメリカミンク

〇高い感染リスクが疑われる動物

ウサギ

コウモリ
※希少種を除く
（ふくしまレッドデータ参照）

その他救護対象外とする
鳥獣

県北

県中

県南

会津

県内一円で救護対象外とする鳥獣


